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住居利用型の児童福祉事業に係る消防法令上の取扱いについて 

 

 

児童福祉法の一部を改正する法律（平成２０年法律第８５号）により新たに児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第８項に小規模住居型児童養育事業、同条第９

項に家庭的保育事業がそれぞれ規定されたことを踏まえ、消防庁では、「小規模施設に対応

した防火対策に関する検討会」（座長：室﨑益輝 関西学院大学総合政策学部教授）におい

て必要な対応について検討を行ってきたところです。この検討結果を受け、これらの事業

が行われる住居利用型の施設に関する消防法令上の位置付け等については、下記のとおり

取扱うことが適当であると考えられますので、お知らせします。 

つきましては、下記事項に御留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府

県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事

務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助

言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 小規模住居型児童養育事業に関する事項 

小規模住居型児童養育事業は、養育する児童の年齢層が０歳から１８歳までと幅広く、

５～６名の定員の中で、一定の避難介助を要する乳幼児が利用する蓋然性は高いとは言え

ない。むしろ、養育者の居宅において、収入を得ながら一定の人員を居住させている点に

着目すれば、その実態は下宿・共同住宅等と共通する面が多いと考えられる。 

このため、通例、同事業が行われる施設は、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。

以下「令」という。）別表第１（６）項ロ及びハに掲げる防火対象物には該当せず、別表

第１（５）項ロに掲げる防火対象物に該当することが一般的と考えられる。 

殿 



なお、専ら乳幼児の養育を常態とする場合については、その実態に鑑み、令別表第１（６）

項ロ又はハに掲げる防火対象物として取り扱うことが適当と考えられる。 
また、同事業を行う施設については、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生労働省令第

１１号。以下「児童規則」という。）第１条の２０において、「軽便消火器等の消火用具、

非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立

て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。」とされている

ところであり、関係行政機関との連携により、防火対策を徹底するとともに、避難誘導体

制の確保を図られたい。 

 

２ 家庭的保育事業に関する事項 
家庭的保育事業が行われる施設は、乳幼児を対象として保育を行う施設であり、業態と

しては保育所と同様であるため、消防法令上の用途区分としては、令別表第１（６）項ハ

の区分に該当すると考えられる。 
ただし、家庭的保育者の居宅で保育が行われている場合には、同事業に供される部分の

規模が極めて小さいことが一般的であり、「令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いにつ

いて」（昭和５０年４月１５日付け消防予第４１号・消防安第４１号）２（１）により、全

体として一般住宅として取り扱われるケースが多いと考えられる。 
なお、同事業を行う施設については、児童規則第３６条の３８第１項第４号ヘにおいて、

「火災警報器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施する

こと。」とされているところであり、関係機関との連携により、防火対策を徹底するととも

に、避難誘導体制の確保を図られたい。 
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